






掛金及び給付額の算定基礎は「標準報酬」になります
年金制度が変わります　その2

平成27年10月から被用者年金が一元化されます

■ 標準報酬月額の決定
　４月から６月までの「給料と各種手当額」（給与額）の平均額で決定します。     
　原則、毎年１回決定します。これを「定時決定」といいます。       
　定時決定された標準報酬月額は、原則、その年の９月から翌年の８月まで適用します。

■ 標準期末手当等の額の決定
　標準期末手当等の額は、期末手当等が支給された月において、その月に支給された期末手当等の
額の１，０００円未満の端数を切り捨てた額です。
　ただし、次のように限度額があります。 

● 「給料」と「各種手当」特集 2

４月の給与

給料 各種
手当

5月の給与

4月～6月の給与額の平均額（報酬月額）

「標準報酬等級表」に当てはめる

標準報酬月額

給料 各種
手当

6月の給与

給料 各種
手当

現行 改正後

手当率制

例
月
給
料

の
掛
金
額

期
末
手
当
等

の
掛
金
額

「給料表の給料月額×１．２５」×掛金率

給料表の給料月額に、実際に支給
される各種手当を含めた総額を基
礎として算定した額で求めた
「標準報酬月額」×掛金率

支給される期末手当等の千円未満を
切り捨てた「期末手当等の額」×掛金率

支給される期末手当等の千円未満
を切り捨てた
「標準期末手当等の額」×掛金率

標準報酬制

勤務実績に直接関係なく、月等を単位として一定額が
継続して支給されるものを固定的給与といいます。

　※上記の例示は、あくまでも参考であり、給与支給機関の給与条例等により判断し区分する必要があります。

【例示】
給料表の給料月額
調整額
特別調整額

勤務実績に応じて変動するもの
を非固定的給与といいます。

【例示】
勤務実績による特殊勤務手当
超過勤務手当
休日給
夜勤手当
宿日直手当 
寒冷地手当
管理職員特別勤務手当

初任給調整手当
扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
特地勤務手当

固 定 的 給 与 非 固 定 的 給 与

給 料 各 種 手 当

長期給付に係るものは、支給された月につき 1,500,000円
短期給付に係るものは、年度累計額 5,400,000円

※経過措置として、制度開始時の標準報酬月額（平成27年10月から平成28年8月まで適用）は、
　平成27年6月の給与を基に決定されます。

● 標準報酬月額の改定
　標準報酬月額は、原則として翌年の定時決定までの間は変更しませんが、固定的給与の額が著しく
変動した場合には、随時改定を行います。

「固定的給与」が著しく変動した月から継続して３か月間に受けた給与の
平均額（報酬月額）による「標準報酬の等級」と、「従前の標準報酬の等級」
に２等級以上の差が生じたとき、改定されます。

固定的給与が著しく変動した月

固定的
給与

非固定的
給与

翌月 翌々月

固定的
給与

非固定的
給与

固定的
給与

非固定的
給与

　そのほかに、産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定があります。

本年共済だより９月号でお伝えしました 「特集３  共済年金は厚生年金に統一されます」
に引き続き、今回は「掛金及び給付額の算定基礎の変更」についてのお知らせです。
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■ 掛金額と給付の関係

■ 等級表

　掛金は、長期（年金）掛金のほか、短期（医療保険）掛金、介護掛金及び福祉掛金についても、標準報酬
制が導入され、標準報酬月額、標準期末手当等の額に基づき計算された額を納めることになります。
　給付（※）の算定基礎額も掛金同様に、標準報酬月額、標準期末手当等の額に基づき計算されます。

■ 例月の掛金額比較

※長期給付（年金）、短期給付（高額療養費、出産費などの保健給付、傷病手当金や出産手当金などの休業給付等）

掛金額はどう変わるの？

●給料月額 　328,000円　

●各種手当 　128,540円　
（平成25年４月の東京都の一般行政職の平均給料月額に近い月額）

被扶養者：配偶者及び子１人、介護保険該当
次のような各種手当を受けています。
地域手当　５９，０４０円
扶養手当　１９，５００円

通勤手当（月額）１０，０００円
超過勤務手当　４０，０００円（３か月間同額を想定）

① 受け取っている毎月の給与額を計算します。
　　給料月額　　＋　　各種手当（月額）　＝　　給与額
　 ３２８，０００円　　　　  １２８，５４０円　　　  ４５６，５４０円
② ４～６月の各月の給与額の平均額（報酬月額）を算出します。
　（上記モデルでは、３か月間同額と仮定しています。）
　（４５６，５４０円＋４５６，５４０円＋４５６，５４０円）÷３＝４５６，５４０円
③ ②の報酬月額を標準報酬等級表（左ページ）に当てはめます。

④ 現行と一元化後の掛金の比較

標準報酬制導入後は、この標準報酬月額が、
掛金算定基礎額となります。

等級　　２５等級 標準報酬月額　４７０，０００円

掛金計算モデルの例で、あなたの掛金額を計算してみましょう。

　一元化後は、新たに創設される「年金払い退職給付（新３階部分）」の掛金を別途納めること
になります(組合員の掛金と事業主の負担金を合わせて１．５％を上限に設定する予定です。）。

３２８，０００円×１．２５
＝４１０，０００円

現行の掛金算定基礎額は

長期掛金

短期掛金

福祉掛金

介護掛金

　　　　　掛金月額

8.462%

4.005%

0.176%

0.59%

３４，６９４円

16,420円

721円

2,419円

54,254円

一元化後（標準報酬制）
４７０，０００円×掛金率

現行（手当率制）
４１０，０００円×掛金率

掛金率
（平成２６年１０月の率）掛金の種類

39,771円

18,823円

827円

2,773円

62,194円

掛金計算モデル

03-3232-4716お問合せ先　管理部会計課

標準報酬等級表

101,000
107,000
114,000
122,000
130,000
138,000
146,000
155,000
165,000
175,000
185,000
195,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
370,000
395,000
425,000
455,000
485,000
515,000
545,000
575,000
605,000
635,000
665,000
695,000
730,000
770,000
810,000
855,000
905,000
955,000
1,005,000
1,055,000
1,115,000
1,175,000

98,000
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110,000
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126,000
134,000
142,000
150,000
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170,000
180,000
190,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
410,000
440,000
470,000
500,000
530,000
560,000
590,000
620,000
650,000
680,000
710,000
750,000
790,000
830,000
880,000
930,000
980,000
1,030,000
1,090,000
1,150,000
1,210,000
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101,000
107,000
114,000
122,000
130,000
138,000
146,000
155,000
165,000
175,000
185,000
195,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
370,000
395,000
425,000
455,000
485,000
515,000
545,000
575,000
605,000
635,000
665,000
695,000
730,000
770,000
810,000
855,000
905,000
955,000
1,005,000
1,055,000
1,115,000
1,175,000

6,000
6,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
40,000
40,000
40,000
50,000
50,000
50,000
50,000
60,000
60,000
60,000

円 円円以上 円未満

等 級
長 　 期 月　額 報 酬 月 額 1等級

格 差
短期等 年金払い

退職給付
厚 生
年 金

標 準 報 酬

＊長期は30等級までとなり、報酬月額は　605,000円以上となります。

（＊）

＊次回は1月号で年金払い退職給付について取り上げます。
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　共済組合では、医療費の適正化を図るため、柔道整復師、はり・きゅう師及びマッサージ師の施術を受けられた組合員・被
扶養者の皆さまへ受診内容の調査を行っています。
　柔道整復師等で施術を受けた場合は、必ず領収書等を保管しておき、共済組合から照会がありましたら、ご協力くださいま
すようお願いいたします。

03-3232-4730お問合せ先　年金保険部医療保険課給付係 03-3232-4737お問合せ先　年金保険部医療保険課給付係（求償担当）

柔道整復師等の施術について
受診内容調査を行っています

こんなときは
柔道整復師等の施術に健康保険は使えません

交通事故などにあって負傷したとき
共済組合への連絡をお忘れなく！

　交通事故など、相手方（第三者）の行為によって、けがをした場合、加害者である第三者が治療費等の損害を補償す
ることになります。
　しかし、組合員にも過失がある、加害者が逃走したなどの場合は、共済組合に手続を行うことで組合員証を使用し
て治療を受けることができます。

①組合員自身又は家族が電話で連絡 
②組合員証等を使用して医療機関で治療
③事故後１週間以内に「事故通報」を提出
　事故通報提出後１か月以内に「損害賠償申告書」
　を提出
④加害者から念書を提出させる（共済指定用紙）
⑤治ゆしたときも報告を
⑥示談前に連絡し、示談後、物損及び人身の
　示談書（写）を共済組合に提出

●柔道整復師等での施術で健康保険の適用を受けるには

●「受診内容調査」と「柔道整復・鍼灸及びマッサージ施術療養費支給申請書」の内容に相違があった場合

再調査の結果から健康保険の適用の対象とならない施術と判断された場合、施術費が全額自己負担となることがあります。

施術所で「各種保険取扱い」と表示があっても、必ず健康保険の対象となるわけではありません。
健康保険の適用となる範囲は限られています。以下の例をご理解のうえ、正しくご利用ください。

共済組合へ連絡していただく事故例　

組合員証等を使用して医療機関を受診する場合の手続 （詳細は、共済ハンドブックP69～71をご覧ください）

交通事故のチェックポイント
①事故相手の確認

②警察へ連絡

③医師の診察を受ける
④示談は慎重に

運転者（加害者）住所、氏名、免許証番号、連絡先電話番号、自動車の所有者住所・氏名、保険契約の
状況など、できる限り確認し、メモをとる。（営業車の場合は、会社名・代表者名なども確認）

必ず警察に通報し、事故確認を受け「交通事故証明書」の交付手続をとる。
・自転車同士、自転車と歩行者などの事故についても、安易に考えず、警察へ通報を

軽いけがでも、必ず医師の診察を受ける。

共済組合と協議しながら進めてください。

いずれも、事前に共済組合に下記の手続を行うことで、組合員証等を使用して治療を受けることができます。

2 加害者不明の事故

1 第三者による事故 相手方（第三者）の行為によってけがをした場合、組合員の過失の有無に関係なく
共済組合へご連絡ください。

ひき逃げ、相手が逃亡した傷害事件など加害者不明の事故についても共済組合への
連絡をお願いします。

※示談の際、不利な示談をすると共済組合がこれらの費用を加害者に請求できなくなり、組合員
　に請求することになる場合もあります。示談する場合は事前にご連絡ください。

①事故の連絡

③事故通報
or

事故報告書

⑤経過報告

②受診

④念書

⑥示談

電話

FAX・郵送

【健康保険の対象とならない施術例】
所
属
共
済
担
当

事故の
被害者

（組合員等）

医療機関

加害者

共
済
組
合

自動車等
による事故

暴力によるけが 他人の飼っている
動物に咬まれた

　組合員（被扶養者）証の提示と、「柔道整復施術療養費支給申請書」・「鍼灸及びマッサージ施術療養費支給申請書」への署
名（捺印）が必要になります。
　申請書の内容（負傷原因、負傷名、負傷した日、日数、支払った金額、施術所名称）が正しく記載されているか、よく確認して
から署名（捺印）をしてください。

制度の詳細は、「共済ハンドブック」、「医療保険読本」又は共済ホームページをご覧ください。
＊共済ハンドブック・医療保険読本は、共済ホームページに電子ブックとして掲載されていますのでご活用ください。

１ 負傷部位　　２ 施術日数　　３ 負傷した原因及び場所

単なる(疲労性、慢性的な
要因からくる）
肩こりや筋肉疲労

症状の改善が
見られない長期の施術

同一のけがについて、
整形外科等の医療機関を
受診しているとき

スポーツなどによる
筋肉痛、筋肉疲労

脳疾患後遺症、神経痛、
リウマチなどの慢性病
からくる痛みや痺れ
（柔道整復師のみ）

※業務上や通勤途中のけがは、公務災害又は通勤災害に該当するため、原則として健康保険の対象となりません。

送付する受診内容調査票と「柔道整復・鍼灸及びマッサージ施術療養費支給申請書」の内容に相違があった場合は再調査の対象となります。
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※ マイカー利用は極力ご遠慮ください。

アジュール竹芝総合健診センター 
03-3437-2701（直通）
03-3437-2707
http://www. genkiplaza.or.jp/azur/

〒105-0022  東京都港区海岸１丁目１１番2号（17階）

JR浜松町駅｢北口｣より　  徒歩　7分
都営浅草線大門駅より　　徒歩　８分
都営大江戸線大門駅より　徒歩　８分
ゆりかもめ竹芝駅より　   徒歩　1分

交通
アクセス

「アジュール竹芝総合健診センター」へ
「永年勤続退職予定者対象の人間ドック」を実施しています

人間ドックの機会にオプション検査を

人間ドックの受診は

～人間ドックを受診し、早期発見・早期治療を～

「人間ドック」 は退職前に手続が必要です
平成26年度 永年勤続退職予定の皆さんへ

14200033（03）

祝日も人間ドックが受診できます
平成27年1月12日（月）(成人の日)、2月11日（水）（建国記念の日）、3月21日（土）（春分の日）は、祝日でも人間ドックが
受診できます。どうぞご利用ください。
※内視鏡検査は1月12日、2月11日は受診できます。女性ドック、婦人科健診はいずれも受診できません。

TE L
FAX
URL

●永年勤続退職予定者の方は、通常25,000円の助成金が35,000円となり、「日帰り人間ドック」及び「女性ドックＢ」が無
料で受診できます。
※「女性ドックＡ」は自己負担額11,556円（税込）
○女性ドックA・・・日帰りドック検査項目のうち「腹部超音波検査」を除き、「婦人科」及び「乳房検査」を含む。
○女性ドックB・・・女性ドックAの検査項目から「上部消化管X線」を除く。
※詳細は、左ページをご覧ください。

基本項目以外のオプション検査も実施しています。
○胃部内視鏡（胃カメラ）検査【料金 : 3,240円 事前予約制】
　先端に小型CCDカメラが内蔵されたファイバースコープを口又は鼻から挿入し、
直接、食道・胃・十二指腸の粘膜を観察する検査です。
○ヘリコバクター・ピロリ抗体検査（血液検査）【料金 : 3,240円】
　ヘリコバクター・ピロリは細菌で、胃、十二指腸潰瘍や慢性胃炎などの関連が指摘
されています。この検査により血液中の抗体の有無を調べます。
※このほかにもさまざまなオプション検査をご用意しております。
　詳細はホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。

【アジュール竹芝総合健診センターの特徴】

～受診当日～
○個別面接にて午前中の検査結果を当日わかる範囲でご説明します。
　健康状態に応じ、食事・運動・休養など日常生活の健康管理について総括的指導を行います。 

東京湾に面した明るい環境と検査機能を備えた共済組合直営の施設です。
組合員のみなさまに、快適に受診いただけるよう職員一丸となり、サービスに努めています。

1月以降は予約が集中し、特に「脳ドック」「大腸人間ドック」は混み合います。
早めの予約をお勧めします。
なお、退職後の受診券申請はできませんのでご注意ください。

03-5320-7352　又は　都庁内線　57-415お問合せ先　事業部健康増進課特定健診係

＊共済組合からの助成はいずれかを年度内に1回です。
＊検査項目や手続などの詳細は、共済組合ホームページをご覧ください。　https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/

人間ドック等の利用助成は、年度内1回のみです。
退職後、平成27年度に任意継続組合員・再任用フル
タイム勤務等になる方が、退職後に「永年勤続退職
予定者の助成」を受ける場合は、当該年度に一般の
人間ドック・生活習慣病健診・特定健診の助成を
受けることができません。

永年勤続助成の自己負担額 （税込）

人間ドック利用方法

※1 退職年度に他の人間ドック助成を受けていないことが利用条件となります。
　　また、下記「人間ドックの受診期間を延長する場合の注意事項」にもご注意ください。
※2 必ず退職日までに「受診券申請書（永年用）」を提出してください。

＊退職する前に人間ドックを受診することをお勧めします。＊女性ドックＡ：胃Ｘ線あり　Ｂ：なし

郵送又は
FAXで
依頼

人間ドックの受診期間を
延長する場合の注意事項

※受診券発行依頼から10日程度経過してもお手元に
    受診券が届かない場合は、下記にお問合せください。

医療機関へ受診予約
受診の３週間前までに上
記の医療機関に直接予
約をしてください。

受診券発行依頼
受診の２週間前までに
「申請書」に所属の共済
事務担当者印を押印の
うえ、右記へ受診券発行
依頼をしてください。

アジュール竹芝総合健診センター 
［ 電話 ］ 03-3437-2701
［ FAX ］ 03-3437-2707
http://www.genkiplaza.or.jp/azur/
JR浜松町駅 徒歩７分

東京都教職員互助会三楽病院
［ 電話 ］ 03-3292-3981
JR御茶ノ水駅 徒歩３分

＜永年勤続助成と一般助成の比較＞

日帰り
人間ドック

大腸
人間ドック

女性ドック
A

女性ドック
B脳ドック

無料 11,556円 無料

2,800円 7,200円 8,200円 8,200円 4,100円

アジュール竹芝
総合健診センター

東京都教職員互助会
三楽病院

永年勤続退職予定者※1 一般

25,000円35,000円

平成27年3月31日まで退職日翌日の6か月後まで※2

左記の医療機関

郵送・FAX

助成対象者

助成額

受診期間

受診健診機関

ベネフィットワン・ヘルスケアへの
受診券発行依頼

定年又は勧奨等により
退職される方

組合員及び被扶養者
（35歳以上）

直営・指定医療機関
（共済ホームページに掲載）

郵送・FAX・TEL・WEB

［ FAX ］089-900-8281（24時間受付）
［ 郵送 ］〒790-0035
 愛媛県松山市藤原2-8-8

㈱ ベネフィットワン・ヘルスケア
健診予約受付センター

［ TEL ］0800-9199-028（又は03-6892-9988）
平日 10:00～21:00　土日祝日 10:00～18:00

※ 「受診券発行依頼」の手続は
　 必ず退職日までに行ってください。

～検査結果～
○画像診断システムを用いた医師によるダブルチェック方式での判定を行っています。
○臨床検査部門は、検査技師による細胞診、組織診を行っています。
○早急に精密検査や治療が必要な疾患が疑われる場合は速やかにご連絡し、専門の医療機関への
　ご紹介などを行っています。

35,000円
助成します

永年勤続助成の対象となる医療機関
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① 初回面接 → ② 6か月間の生活改善にチャレンジ → ③ 6か月後の効果を確認
＜特定保健指導の流れ＞

　メタボリックシンドロームは、内臓脂肪が蓄積することにより、高血糖、脂質代謝異常・高血圧をもたらし、脳卒中や
虚血性心疾患を引き起こすリスクの高い状態です。
　共済組合では生活習慣病の予防を目的として、保健師・管理栄養士などの専門スタッフが各種健診結果に基づき、
生活習慣を見直すサポート（6か月間の特定保健指導）を行っています。生活習慣病は自覚症状がないまま、静かに進
行し、放っておくとやがて命にかかわる重大な病気を引き起こします。そうならないためにも、健診結果でサインがでは
じめた今が生活習慣改善のチャンスです。
　対象者には順次ご案内文書を送付いたしますので、ぜひこの機会にご利用ください。

特定保健指導で生活習慣病の進行をSTOP!!

●不適切な食生活（カロリー・食塩・脂肪の過剰等）
●運動不足　●喫煙　●過度の飲酒
●過度のストレス

生活習慣病は静かに
進行していきます。

●半身の麻痺　●日常生活における支障
●認知症

生活機能の低下・要介護状態へStep 5

最初は小さな生活習慣の乱れからStep 1

●肥満　●高血圧
●脂質異常　●高血糖

いつのまにか危険領域へStep 2

今なら間に合う！ 特定保健指導で
生活習慣病の進行をSTOP!!

あなたの
これからを
健康が支えます

カラダ
改善計画

今年こそ
特定保健指導で効果的な減量を

特定保健指導のご案内が届いた方へ

－「今」が生活習慣改善のチャンスです－

03-5320-7465　又は　都庁内線　57-432お問合せ先　事業部健康増進課特定健診係

68％が
体重減量に
成功！！

（平成24年度都共済全体）

①保健師・管理栄養士などの専門スタッフが健診の
結果からわかる疾病のリスクについて説明します。
②目標体重を設定します。
③日々の生活習慣から改善できそうなポイントを
みつけ、行動計画をたてます。

Q  初回面接では何をするの？
A

Q  特定保健指導は効果があるの？
A

　期間中、保健師・管理栄養士などの専門スタッフ
が、電話や手紙（メール）であなたをサポートします。
　日常生活の中で、楽しく続けるコツや、家庭・職
場など身近な人と一緒に取り組むヒントなどもお
知らせします。

　受けた人の約７割が体重減少に成功している
効果の高いプログラムです。体重が減少した方は
検査数値に顕著な改善がみられ、特定保健指導
を利用した方の約1/3は翌年度の特定保健指導
の対象外となっています。

Q  特定保健指導は大変？
A 　あなたに合わせて、専門スタッフが日常生活の中

で、無理なく続けられる目標や計画を一緒にたてま
すので心配ありません！

Q  6か月間、続けられるか心配…
A

目標体重減少量
体重４％減で検査数値が改善！
70kgの人なら　-2.8kg

行動計画
・ ビールを低カロリービールに変える
・ 歩数計をつけて毎日の歩数を記録する
・ 毎日、体重を記録する

健康情報提供サービスQUPiOでは、健診の受診、特定保健指導の参加でクピオポイントを差し上げます。
特定保健指導の初回面接を受けていただくと、１００ポイントを差し上げます。
また、６か月間の特定保健指導を終了した時点でも１００ポイント差し上げます。

・ 健康診断を受診すると１００ポイント※１、健診結果に基づき健康状態が良いと評価された項目※２ごとに
  「健康ポイント」を差し上げます。
・ ポイントは健康グッズと交換することができます。

※１  40歳以上は特定健診制度に基づき、特定健康診査の結果（職員健診や人間ドック、生活習慣病健診を含む）を、都共済がとり
まとめ、QUPiOに登録します。40歳未満の方は受診された健診結果（職員健診や人間ドック、生活習慣病健診など）を、ご本
人自らQUPiOに登録していただきます。

※２  肥満度、血糖、血圧、脂質は各200ポイント、たばこは100ポイント

健康情報提供サービス
QUPiOを活用しましょう！

歩数計などの
支援ツールも
差し上げます。

健康への努力でいいことがたくさん！

毎日の歩数記録や
コミュニティの参加でも

ポイント獲得！

●虚血性心疾患（心筋梗塞・狭心症）　
●脳卒中（脳出血・脳梗塞）　
●糖尿病の合併症（人工透析・失明等）

発症から深刻な状態へStep 4

メタボリック
シンドローム
肥満に加えて
高血糖・高血圧・
脂質異常

●肥満症（特に内臓脂肪型肥満）　
●高血圧　●脂質異常　●糖尿病

生活習慣病リスクが二重・三重にStep 3

これならできそう！
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塩分計

訪問健康教室のご案内
講義内容

参加者の声から

職場の皆さんで楽しく健康づくりしませんか？

栄養士 ＆ マッサージ師
・元気な食事とタオル一本で気軽にできる筋トレ・ストレッチ
・職場、通勤、自宅でできるちょこっトレーニングと健康食生活
・肩こり・腰痛予防の食事と運動
・健康な体をつくる食事とセルフマッサージ

マッサージ師
・自宅でできるセルフマッサージ
・職場、通勤、自宅でできるちょこっトレーニング
・肩こり・腰痛の予防と体操
・タオル一本で気軽にできる筋トレ・ストレッチ

栄養士
・あなたの食事は大丈夫？
・食事で守ろう！ 自分の健康
・これはビックリ！ 「見えない“あぶら”と“塩分”」
・食事でのばそう！ 健康寿命

健康運動指導士
・歩いて元気！ 健康ウォーキング
・＋１０で健康寿命をのばそう！
・健康づくりの運動

医　師
・知っ得！ 生活習慣病予防

心　理
・ストレスマネジメント
・職場のメンタルヘルス（管理監督者向け）

■申込方法
　申込書を共済ホームページからダウンロードし、
   電子メール、ＦＡＸ又は交換便でお申込みください。
　Mail：S9000062@section.metro.tokyo.jp
   FAX：03-5388-1800

■申込期限
　（訪問健康教室）　年度内随時受付
　（禁煙講習会）　　平成27年2月27日（金）まで

禁煙講習会のご案内
禁煙マラソン事務局長　三浦秀史　氏
1時間半程度（応相談）　　　　　
「なぜ今禁煙か（吸う人も吸わない人も）一緒に考えましょう」
「楽な禁煙、楽しい禁煙～我慢する辛い禁煙は過去の話」など（応相談）

【医師】　普段から生活習慣を大切にすることで、病気の予防につながることが
　　　　わかった。（清掃事務所）
【心理】　快眠習慣のための10のポイントがわかりやすく、すぐ実践していきたい。

筋弛緩法でとてもリラックスできた。（区役所）　
【栄養士】　食べ方や調理法の工夫が重要だとわかった。
               塩分の摂取量にも注意しようと思う。（水道局）
【健康運動指導士】　ウォーキングの大切さが改めてわかった。
                           習慣化していきたい。（区役所）　　
【マッサージ師】　運動習慣がなかったが、気軽にできそうなので始めてみたい。
　　　　　　　  話がおもしろく、楽しんで運動できた。（保育園）

03-5320-7464　又は　都庁内線　57-434お問合せ先　事業部健康増進課健康増進係 03-5320-7466　又は　都庁内線　57-417お問合せ先　事業部健康増進課特定健診係

ウォーキング・イベント開催中！
https://www.qupio.jp/tokyo/ 検 索QUPiO　東京都

組合員・被扶養者の健康づくりを応援するインターネット・サービス

ID・パスワードが分からない場合やうまくアクセス・ログインできない場合は
受付:月曜～土曜の9時～18時 （祝祭日及び年末年始等を除く）0120-818-448

QUPiOサポート窓口

スマートフォン
からもご利用
できます

スマートフォン
からもご利用
できます

それぞれの職場の特徴やニーズに合わせて、時間や内容、複数講師の組合せ等の選択・変更も可能です。

職場の禁煙支援や受動喫煙対策にご活用ください。 講習会参加者は、禁煙マラソンに無料で参加できます。

 
 

⑤今年度はチーム
　での参加も可能

①ログイン

③歩数計や携帯アプリで
　日々の歩数を記録

⑥個人ランキングや
　チーム内ランキング、
　チームごとの平均歩数
　ランキングを確認

④「私のイベント」で
　記録した歩数を入力

⑦イベント後、
   QUPiO
　ポイントを
　GET！

②「私のイベント」から
  イベントにエントリー

共済組合では10月、11月の期間にインターネット・サービスQUPiOを利用した
バーチャルなウォーキング・イベントを開催しています。
参加方法は下記のとおりです。気軽に取り組めるウォーキングから運動習慣を身につけませんか？ 

● イベントエントリー（１回）：50p
● チーム機能利用（4名以上のチームに所属）：50p
● イベント全期間の歩数を記録（１回）：200p
● コミュニティへの投稿：20p（１か月間に１度でも投稿）×2か月（10月・11月）＝40p
※ 通常ポイント（日次ログイン、歩数等の記録ポイント）は、ボーナスポイントとは別に獲得できます。

ポイント
獲得条件

講　師
時　間
講義内容

スチーム
クッカー

スムージー
用ミキサー

クリック
して参加

職場に専門講師を派遣して健康教室を開催いたします。職場での健康づくりの取組に是非ご活用ください。

終了まであとわずか！
プラステン
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　私たちは、薬を適正に使用していただくために、薬に関する
最新情報を収集し、患者様に提供するよう努めています。
　特に、一部のハイリスク薬（作用が強く、間違って服用した
場合は危険が伴う薬）に関しては、投薬の履歴をチェックし、
窓口で患者様に確認してからお渡ししています。
　当診療所では、患者様の負担軽減のため、院内処方による
調剤を行っています。 また、後発医薬品（ジェネリック薬品）の
導入を進めておりますので、皆様のご協力をお願いします。 
お薬に関しての質問は薬剤窓口までお問合せください。

　シティ・ホール診療所では、１０月からインフルエンザ感染予防のため
のワクチン接種を行っています。流行時期に備えた接種をお勧めします。
診療所への予約は不要です。
　東京都人材支援事業団の会員の方は助成が受けられます。
　助成券と事業団会員カードを両方持参の上、ご来所願います。
詳しくは事業団のホームページ又は「いぶき」１０月号をご覧ください。
　なお、接種受付時間は診療受付時間と異なりますので、ご注意ください。

インフルエンザワクチンは流行前の接種を

　担当は木曜日の外来診療をしている山本医師です。
　4月から一旦休止となり、患者様にはご不便をおかけいたしました。

皮膚科の火曜日午前の診療が再開しました

　目の網膜や視神経を断層で観察できるので、客観
的かつ的確に眼底を診断できる最新の機械です。一
瞬で撮影しますので、検査時間も短くなり負担も少
なくなりました。
　視力に最も重要な黄斑部の病気や、網膜剥離、糖
尿病性網膜症、さらに緑内障の早期発見や経過観
察にも有用です。
　目の調子が気になる方はご相談ください。

眼科に三次元眼底像撮影装置を導入しました

03-5320-7358　又は　都庁内線　63-821お問合せ先　シティ・ホール診療所

今回は薬剤科を紹介します 各診療科の紹介⑧

接種受付時間　午前8：45～１０：３０　午後0：３０～3：００

診療受付時間　午前8時45分～11時 （耳鼻咽喉科は10時45分まで）
 午後0時30分～3時45分（耳鼻咽喉科は  3時30分まで）
昼休み診療を行っています。

シティ・ホール診療所からのお知らせ        ＊ アクセスの良さが大好評 ＊ 
  

『ＪＲ中央・総武線四ツ谷駅から徒歩30秒、東京メトロ丸の内線・南北線四谷駅から徒歩２分』 

 〒102-0083東京都千代田区麴町6-6  

組合員様限定の忘・新年会向け特別プランをご用意いたしました。 

                 （平成27年1月末日まで） 

                              ◆◆◆ お申込み・お問合せ ◆◆◆ 

 

【ご宴会・会議・ご婚礼】 03-3234-8739   【宿 泊】 03-3234-8737 【レストラン】 03-6272-5824 ・5892 

一般財団法人 東京消防協会  

●季節の会席料理＋フリードリンク 

お一人様￥7,800のところ、 

組合員様価格￥7,000 

●立食パーティープラン＋フリードリンク 

お一人様￥5,650のところ、 

組合員様価格￥5,200 

E-mail   eigyo@square.or.jp    URL.http//www.square.or.jp  

】

※価格は全て税込、写真はイメージです。  
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◆料金のご案内 
健康診断 自己負担額（税込）組合員の場合 

日帰り人間ドック １４，９６０円 
脳ドック ２３，０６０円 
東京都職員共済組合にご加入の皆さま限定の特別料金にて、人間ドック・脳ドックのオプションをご案内致します。 
◆◆◆日帰り人間ドックのオプション料金◆◆◆＊上記健診自己負担額にオプション金額をプラスした価格が当日窓口でお支払い頂く金額になります。 
※必ず人間ドック、又は脳ドックに追加オプションとしてご用命下さい 

オプション名 自己負担額(税込) 検査内容 人間ドックコース 脳ドックコース 

脳ＭＲＩ 
（脳の断層撮影） 

なし 
脳梗塞・脳腫瘍の 

早期発見 
○ - 

脳ＭＲＩ＋脳ＭＲＡ 
（脳の断層撮影＋脳の血管撮影） 

￥１９，４４０ 
上記検査に加え、 

ｸﾓ膜下出血病変、 

脳動脈瘤の早期発見 
○ - 

抗ｐ５３抗体（早期がん検査） ￥３，７８０ 腫瘍マーカーによる、早期癌検査 ○ ○ 
男性用 早期がん＋前立腺がん検査 

抗ｐ５３抗体＋高感度ＰＳＡ  
￥７，５６０ 

早期がん検査 

+前立腺がん検査 
○ ○ 

女性用 早期がん＋乳房子宮卵巣がん検査 
抗ｐ５３抗体＋ＣＡ125＋ＣＡ15-3  

￥７，９９２ 
早期がん検査 

+乳房･卵巣･子宮内膜がん検査 
○ ○ 

早期がん検査＋総合がん検査 
￥１０，１５２ 

早期がん検査+肺･食道･結腸直腸･ 

乳･子宮頚部･膀胱･膵臓など 
○ ○ 

 
 
 
 

  
〒１６０－００２３ 東京都新宿区西新宿７－５－２５ 西新宿木村屋ビル２F       *クレジットカード利用可 
HP： http://www.kmc.or.jp/                 
Mail : office@kmc.or.jp                     
 

TEL：０３－３３６５－５５２１ 
FAX：０３－３３６５－５５２０ 

医療法人社団 菱秀会 金内メディカルクリニック 
人間ドック・脳ドックオプションのご案内  

 

東京都職員共済組合にご加入の皆さま限定！！ 
期間は、共済だより発行日～平成２７年３月末日です。 
その他オプション検査多数あります。お早目のご予約をお待
ちしております。 

抗ｐ５３抗体＋CEA＋BFP＋CA19-9 

http://www.aid-center.co. jp
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